
【出生】

対象の方 手続き 必要なもの 担当課

□
在留カードを
発行する方

入国管理局で手続きがあります。
住民票
※その他ご不明な点は入国管
理局へお問合せ下さい。

-

□
特別永住者証明書

を発行する方
市民課で手続きがあります。

担当課にお問い合わせく
ださい。

市民課住民担当
072-423-9454

□ 加入される方
適用開始のため加入の手続きが必要で
す。

□ 産前産後免除申請

加入中の被保険者が出産した場合は、産
前産後期間相当分の保険料が免除されま
す。

□ 出産育児一時金
医療機関で直接支払制度を利用しない場
合、利用し差額が生じた場合に申請がで
きます。

口座情報
直接支払制度利用に係る
合意文書
分娩費用明細書等
（世帯主の印鑑が必要な
場合あり）

□ 児童手当　
出生日の翌日から起算して15日以内に
申請してください。

申請者の本人確認書類

※第一子の場合は、申請者名義の口座
情報を確認できるもの、申請者及び配
偶者の個人番号が確認できるもの
・申請者の健康保険資格確認書

□ 子ども医療証
新たに申請してください。
※課のホームページから電子申請可能。

子どもの健康保険資格確認書等、
健康保険資格が確認できるもの
本人確認書類（申請者）

□
ひとり親家庭等に

該当する方
児童扶養手当のお手続き

※持ち物の詳細は、担当課へ
お問い合わせください。

□
未熟児

養育医療

指定養育医療機関に入院中の未熟児（体
重2,000g以下等）で、医師が入院治療
を認めた場合に申請可。
※入院治療開始日から原則３週間以内に
申請が必要です。退院後に申請はできま
せん。

※持ち物の詳細は、担当
課へお問い合わせくださ
い。

（新館地下3番）

子育て支援課
072-423-9623

□
一般廃棄物
処理手数料
減免申請

一般廃棄物処理手数料減免申請書に記入
し、廃棄物対策課へ申請してください。

出生届出済の証明（コピー）
※市民課、支所、サービスセ
ンターでの申請は、添付書類
不要

土生町２-４-30
(環境事務所内)
廃棄物対策課

072-423-9439

□
家のトイレが

くみとり式の方

くみとり申請の人数変更
※出生手続きの窓口にて同時申請が可能
です。

-

土生町2-4-30
（環境事務所内）

廃棄物対策課
072-423-9444

□
※制度内容や持ち物の詳
細は、担当課へお問い合
わせください。

（旧館1階19番）
障害者支援課

072-423-9090
072-423-9446

特別児童扶養手当、特別障害者手当、
障害児福祉手当、経過的福祉手当、

大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金

外
国
籍

国
民
年
金

□加入している方

第１号被保険者の方は
産前産後保険料免除の手続きが必要で
す。
※マイナポータルでの電子申請が可能で
す。

担当課にお問い合わせく
ださい。

（新館地下４番）
市民課国民年金担

当
072-423-9460

国
民
健
康
保
険

※持ち物の詳細は、
担当課へお問い合わせく
ださい。

（旧館１階15番）

健康保険課
資格賦課担当

072-423-9458

（新館地下3番）

子育て支援課
072-423-9624
072-423-9623

こ
ど
も

出生

その他届出

◆次の事項に該当する方は届出が必要な場合がありますので、

　早急に担当課で手続きをしてください。

　詳細は担当課でお尋ねください。



【世帯変更】（世帯分離・世帯合併・世帯主変更など）

□
７４歳までの方で
国民健康保険に
加入している方

国民健康保険に加入している方の世帯に
変更がある場合、14日以内に届出をし
てください。

・届出人の本人確認書類
・国民健康保険資格確認書等
・世帯主、本人のマイナン
バー（個人番号）を確認でき
るもの

（旧館１階15番）
健康保険課

資格賦課担当
072-423-9458

□

７５歳以上の方または６
５歳以上（障害認定）で
後期高齢者医療保険に加

入している方

（旧館1階15番）
健康保険課

後期高齢者医療担当
072-423-9468

区分 対象の方 手続き 必要なもの 担当課

マ
イ
ナ

□
マイナンバーカー
ドをお持ちの方

マイナンバーカードの券面記載事項
の変更

マイナンバーカード
暗証番号
（４桁、英数混合６桁以
上のもの）

（新館1階10番）
市民課

マイナンバー
カード交付担当

072-423-9509

□
子ども医療証
ひとり親家庭医療証のお手続き

□ 児童扶養手当のお手続き

福
祉

□
※持ち物の詳細は、
担当課へお問い合わせく
ださい。

（旧館1階19番）
障害者支援課

072-423-9446
072-423-9090

限度額にかかわる手続きが必要な場合がありますので、
担当課にご確認ください。

障害者手帳・療育手帳・重度障害者医療証
精神障害者保健福祉手帳・障害福祉サービス等受給者
証をお持ちの方

健
康
保
険

【その他の戸籍届】
※氏名変更がある方で下記にあてはまる方は担当課でお手続きがあります。

こ
ど
も

ひとり親家庭等に
該当する方

※持ち物の詳細は、
担当課へお問い合わせく
ださい。

（新館地下3番）
子育て支援課

072-423-9623
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　岸和田市役所　

（代表電話番号　072-423-2121）

　〒596-8510　岸和田市岸城町７番１号

　岸和田市のホームページ  http://www.city.kishiwada.osaka.jp

【土曜・日曜・祝日のご案内】
9：00～17：30の時間帯で市役所市民課にて住民票、

住民票記載事項証明書、印鑑証明書の交付を取り扱っています。
（年末年始の証明発行は取り扱っていません）

※上記の証明書および所得・課税証明書は、マイナンバーカードを使っ

て全国のコンビニ等で取得できます。

（6:30～23:00まで　店舗によります）
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